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小

作

制

三

小

ε

小

作

法

作

(
六

・
完

)

法

家

前
)

河

田
.

嗣

郎

昌
.
小
作
人
の
権
利
義
勝

小
作

に
關
す

る
法
的
規
律
の
行
は
る

・
に
當

っ
て
、
地
主
ε
小
作
人
ε
の
椹
利
義
務
の
限
定
を
明
確

に
す
る
こ

ε
の
、
最
も
大
切
な
事
は
、言
を
俟
た
ざ
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
両
者
の
権
利
義
務

の
限
定
は
、
荷
も
小
作
契
約
の

・
内
容

に
閲
す

る
事
柄
た
る
限
り
は
、
種

々
の
事
項
に
就

い
て
行
は
る

べ
き
も
の
で
、
・前
に
既

に
之
を
論
じ
た
る
小

作
期
間
や
小
作
料
等

に
關
す
る
法
律
上
の
規
定
は
、

一
ε
し
て
両
者
の
権
利
義
務
の
限
定
だ
る
意
義
を
有
ゼ
ざ
る

.

も
の
は
な
い
。
併

し
藪
じ
小
作
人

の
灌
利
義
務
ざ
し
て
論
ぜ
ん
ご
す
る
所
の
も
の
は
.、
此
等
小
作
契
約
.の
内
容
に

關
す

る
も
の
で
は
な
く
、
小
作
.契
約
そ
の
.も
.の
＼
効
果

ε
し
て
、
叉
之
に
閲
す
る
法
律
上

の
規
定
よ
り
し
て
.
小

作
人
が
地
主
及
び
第
三
者
特
に
小
作
地

の
取
得
者
.に
謝
し
て
有
す

る
総
括
的

な
る
幅
利
義
務
換
言
す
れ
ば
そ
の
権

.

務
上
に
於
け
る
小
作
人
の
地
位
、
乃
至
は
小
作
権
そ
の
も
め

、
譲
渡
轄
貸
等
に
關
す

る
小
作
人
の
権
利
義
務

の
.關

係
之
で
あ
る
。

鵠

・叢

小
作
制
ご
小
作
法
(六
潮先
)

、第
十
五
巻

(第
二
號
.
五
五
)

二
Q
五

■



O

肌岬
叢
り

小
作
制
こ
小
作
法
(六
・完
)

、

第
十
五
巻

(第
二
號

五
⊥ハ
)

二
Q
六
.

　
何
れ
.に
.し
て
も
小
作
人
の
有
す

る
権
利
ε
義
務
`
は
、
先
づ
地
主

に
観
し
て
は
、
小
作
契
約
が
双
務
契
約
た
る

性
質
上
、
、小
作
人
に
謝
し
て
地
主

の
有
す
る
権
利
義
務

貫
、
「
.互
に
謝
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゴ
叉
小
作
人
が
土
地
の
b

取
得
者

に
謝
し
て
有
す
る
権
利
や
、
小
作
権
を
轄
貸
し
叉
は
譲
渡
.す

る
に
就
い
て
の
権
利
義
務
や
は
、
小
作
椹
が
賃

借
椹
乏
し
て
有
す

る
法
律
よ
め
性
.質
よ
㌧
之
を
致
査
す

べ
き
も
の
で
あ
る
9
從

て
藪
に
論
せ
ん
ご
す
る
所
は
主
こ

し
て
小
作
灌
.の
法
律
上
の
性
質
に
關
す

る
議
論
.ご
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
.る
次
第
.で
、
、然

か
も
之
に
就

い
て
は
、
従
来

渋
墨
者
の
間

に
は
、
随
分
盛
な
る
論
争

ε
熱
心
な
ゐ
研
究

芭
が
行
は
れ
て
居
b
、
法
律
の
専
門
家
た
ら
ざ
る
私
が

今
更
素
八
論
を
試
む
る
必
要
も
な
い
か
も
知
れ
諏
。
併
し
私
は
小
作
制
度
の
経
済
上
の
性
質
上
.よ
与
し
て
常

に
問

題
を
致

へ
、
天
主
ε
し
て
輕
濟
關
係
を
見
、
経
済
上
の
必
要
よ
り
.し
て
吾
々
が
法
律
に
謝
し
て
斯
く
あ
り
た
き
も

の
ε
希
望
す

る
所

の
も
の
を
明
か
に
す
.る
ξ
い
ふ
立
場
に
於
て
、
少
し
く
此
.の
問
題
に
關
す

る
解
説
を
爲
す

ε
同

時
に
、
論
議
を
試
み
て
見
π
い
の
で
.あ
る
。
.
.一

さ
れ
ば
私
は
小
作
關
係
に
於
て
地
主
の
有
す

る
権
利
義
務
及
び
小
作
人
の
有
す

る
権
利
義
務
に
就

い
て
、
諸
方

面
に
渉

っ
て
然
が
も
よ
く
纏

っ
た
取
扱
准
ず

る
こ
ε
に
意
を
用

み
る
よ
り
も
、
寧
ろ
小
作
人
の
立
場
を
主
位
に
置

き
、
其
の

一
般
的

に
有
す

る
権
利
義
務
ど
し
て
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
所
の
も
の
、
中
で
、
最
も
重
要
な
お
諸
黙

を
邊
む
で
、
其
筈

に
就

い
て
稍

々
詳
細
な
る
致
究
を
試
む
る
こ
己
、
す
る
。

切
で
本
題
に
立
入

っ
て
之
を
敬
ふ
る
に
、
小
作
人
が
法
律
上
に
於
て
有
す

る
地
位
は
、
法
系
の
異

る
に
從
て
少

9



か
ら
ざ
る
径
庭
を
見
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
羅
馬
法
に
在

っ
て
は
、

　
.般
的
に
賃
貸
借
は
π
ゴ
輩
純
な

る
債
灌
關
係

に
過
ぎ
す

ご
見

て
居
た
q
從

っ
て
今
小
作
契
約
に
就

い
て
云

へ
ば
、
小
作
地
が
賃
貸
人
π
る
地
主
よ
り
し
て
第
三

者

に
費
卸

せ
ち
れ
た
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
、
賃
貸
借
契
約
は
之
に
依
て
除
却
せ
ら
れ
、
新
所
有
者
は
其
地
を

自
作
す

る
も
將
又
之
を
新
た
に
小
作

に
附
す
る
も
自
由
で
あ

っ
て
、
ε
も
か
く
在
來
の
小
作
契
約
は
土
地

の
萱
買

の
爲
め
に
断
晒
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此

の
關
係
は
普
通
に
『
費
買
は
賃
貸
借
を
破

る
」
原
則

(円
碧
h
ぴ
野
津

ζ
〒

。沖Φ
)
こ
し
て
知
ら
れ
て
居
る
。
併
し
之
は
濁
り
費
買
の
場
合
に
於
て
然
る
も
の
た
る
に
止
ら
す
、
交
換
や
腰
輿
の

如
き
で
も
、総

べ
て
小
作
地

の
所
有
灌
移
轄
の
生
じ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
其
地
に
附
す
る
小
作
關
係
は
、
之
に
依

て
破
却
せ
ら
れ
、
小
作
人
は
土
地

の
譲
受
人

に
謝
し
て
、
小
作
椹
を
主
張
す

る
こ
ε
は
出
家
な
い
こ
ε
に
な

っ
て

居
た
の
で
め
る
。
尤
も
其

の
場
合
に
『
費
買
は
賃
貸
借
を
破

る
」
ざ
い
ふ
蓬
錐
も
、
そ
れ
は
費
買
契
約
が
成
立
し
た

る
短
め
に
、
小
作
關
係
が
破
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
費
質
契
約

の
行
は
れ
弛
る
結
果
ざ
し
て
小
作
地

の
所
有
が
移

轄
せ
ら
れ
る
に
因
り
、
小
作
關
係
が
破
ら
れ
る
こ
ε

、
な
る
に
過
ぎ
ぬ
。
久
そ
の
場
合
に
た
ε

へ
小
作
地

の
費
買

譲
渡
が
行
は
れ
て
も
、
貸
主
ε
借
主

ε
の
問
の
契
約
が
當
然
之
に
依
て
破
ら
れ
て
潰
滅

に
露
す

る
も
の
で
は
な

く

・

そ
の
場
合

に
表
は
れ
来
る
所
の
も
の
は
、
た
～
費
買
に
依
る
土
地
所
有
移
轄
の
結
果
、
貸
主
が
借
主

を
し
て
引
績
.

き
共
地
の
小
作
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
が
出
家
な
く
な
る
ξ
い
ふ
事
に
外
な
ら
囎
。
換
言
す
れ
ば
貸
主

が
借
主

に
劃

し
て
負

ぷ
義
務
が
果
さ
れ
な
く
な
る
ご
い
ふ
事
に
外
な
ら

謙
。
從
て
其
の
場
合
は
小
作
人
は
損
害
賠
償
の
請
求
権

論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
奮

(第
二
號

五
七
}

二
〇
七

「
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論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

五
入
)

二
Q
入

を
得

、
前
地
主

は
其

の
義
務
を
負

ふ
こ
ε

、
な
り
得

る
も

の
ざ
す

る
。
即
ち
貸
主

ご
借
上
山
ε
の
間

に
於
け
る
契

約

關
係

は
土
地
譲

渡

の
行

は
れ
た

る
後

に
於

て
も
、
両

常

事
藩
閥

に
之
を
解
除

し
叉

は
終

焉

せ
し

む
る

こ
ε
の
行
は

れ
ざ

る
限

り
は
、
依
然
存
繧
す

る
次
第

で
あ

る
。

た

ゴ
現
實

な

る
小
作
関
係

の
み
が
終

焉

に
露

せ
し

め
ら
れ

る
の

で
あ

る
。

然

る
に
獄
逸

在

来

の
法

に
在

っ
て
は
、
多

く
の
封
人

的
権
利
關
係

は
、
當
事
者

が
其

の
権

利

の
勤
象
物

に
支

配

権

を
獲

得
し
π

る
瞬
間

よ
り
、
物

権
的

の
も

の
ご
看
做

さ
.る

、
こ
ε
に
な

っ
て
居

た
。

さ
れ
ば

賃
貸

借

に
在

っ
て

は
、
賃

借
人

に
其

の
物

件
が
引

渡

さ
れ
た
る
以
後

は
、

其

の
賃
借
権

は
物

橿
的
敷
力
を

有
す

る
も

の
ピ
せ
ら

れ
、

從
て
其

の
以
後
、
其

の
物
件
が
第

三
者

に
譲

渡
せ
ら

る

Σ
こ
ε
あ
り

ε
も
、
其

は
何

等
賃
貸

借
關
係

に
鯛

る
ン
こ

ざ
な

き
も

の

`
す

る
。

即

ち
賃

貸

借
は
喪
買

に
優
先
す

る
原

則

(
閏
2
臼

σq
①痒

く
。叶
内
冒
ご

が
行

は
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
小
作
地

に
.し
て
も
其

の
引

渡

を
受

け
た

る
小
作

人
は
其

の
小
作
地

が
第
三
者

に
譲
渡

せ
ら

る
＼
ε
も

、
そ

れ

に
は
關
係
な

く
契
約

期
間

の
霊

く

る
迄

は
依
然

ε
し

て
小
伶

を
綾

け

る
こ

`
が
出

來

る
の
で
あ
る
。
之
れ
普
国

法
.
(計
ω
蜜
Φ
島
。。[ωB
。
邑
σq
①日
①落

日
彗
時
Φ
9
こ

の
採

っ
た
態

度

で
め

つ
て
、
.賃
借
人

の
法
律

上

の
地
位

は
、
羅

鋤

.

馬
法
に
於
け
る
に
比
し
て
甚
だ
囁
き
も
の
ε
せ
ら
れ
た
。

右
羅
馬
法
の
採
れ
る
所
ざ
普
図
法
の
探
れ
る
所
ど

は
、
賃
借
人
の
地

位
に
…謝
し
て
大

い
な
る
相
違
を
生
ぜ
ざ
る

を
得
な
い
次
第
で
、
賃
借
権
を
純
然
だ
る
債
権

ご
見

る
か
、
之
を

一
定
の
條
件
の
下
に
物
権
蓬
見

る
か
に
つ
き
、

57)Alb.Rosiny,DierechtlicbeStellungdesErwerberseinesvermieteten

(verpachteten)GrLlndsLtlcl(es,Gieiswald.1913・S・tiff・

甜)ibid.S.12鳩 山 博 士 日 本 債 漕 法(各 論 中)四 六 九 四 七 〇 頁

'
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両
者
は
各

々
其
の
代
表
的
見
地
を
示
す
も

の
ε
謂

ふ
こ
`
が
出
来
る
。
凋
逸
茂
法
は
其

の
第

一
草
案
に
於
て
は
羅

馬
法
の
如
く
、
賃
貸
借
は
債
罹
關
係
湿
る
に
過
ぎ
す

色
見
、
從
て
土
地
の
所
有
擢
を
ば
法
律
行
爲
に
依
て
得
た
る

者
の
如
き
は
、
未
だ
そ
の
土
地
が
賃
借
人
に
引
渡

さ
れ
ざ
る
以
前
な
ら
ば
之
を
差
止
む
る
こ
ご
を
得
、既

に
引
渡
さ

れ
肥
る
以
後
な
ら
ば
賃
借
人
を
排
除
す

る
を
得
る
も
の
ε
せ
ん
一し
し
た
の
で
あ
る
。
然
な
に
此
の
態
度
に
饗

し
て

は
大

い
な
る
反
射
論
が
起
り
、
第
二
委
員
會
に
於
て
は
、
現
時
の
肚
會
生
活
状
態
の
下
に
於
て
は
、
賃
借
人
の
利

害
を
ば
大

い
に
顧
慮
す
る
必
要
あ
る
も
の
ε
せ
ら
れ
、
小
作
人
其
他
の
賃
借
人
は
其
の
賃
借
期
間
概
績

し
て
賃
借

を
爲
し
得
る
こ
ε
に
關
し
大
い
な
る
利
害
を
威
中

る
も
の
な
れ
ば
、
法
律
は
出
來
得

る
限
り
其

の
賃
貸
借
關
係
よ

り
賃
借
人
の
駆
逐
せ
ら
る
ン
こ
`
に
謝
し
て
保
障
を
與

へ
ざ
る
べ
か
ら
す

ご
い
ふ
考
が
勝
を
青
む
る
こ
ε
Σ
な

っ

た
。此

の
考
慮

よ
り
し
て
凋
逸
畏
法
は
、
依
然

ε
し
て
賃
貸
借
開
悟
を
法
律
關
係

ご
し
て
は
債
権
關
係
ε
見

る
こ
ご

を
革

め
な
か
つ
だ
け
れ
こ
も
、
土
地
の
賃
貸
借
に
在

っ
て
は
、
其
他
が
賃
借
人

に
引
渡

さ
れ
た
る
以
上
は
、
其
後

に
於
て
第
三
者
に
譲
渡
せ
ら
る

、
こ
ε
あ
る
も
、
在
來
の
賃
貸
借
關
係
は
之
が
爲
め
に
破
ら
る

、
こ
ε
な

き
も
の

ξ
し
、
譲
受
人
は
在
來
の
貸
主

に
代
b
其
の
賃
貸
借
上
に
於
け
る
灌
利
義
務

の
關
係
を
引

受
く
る
旨
を
規
定
す
る

に
至
っ
た
。
即
ち
濁
逸
民
法
第
五
百
七
十

一
條
第

一
項
し
次
の
如
く
規
定
せ
ら
れ
て
あ
る
。

賃
貸

セ
・ス
レ
タ
ル
土
地

ヵ
借
主

二
引
渡
サ
レ
タ
ル
以
後
貨
宝
古

り
第
三
者

二
譲
渡

セ
ラ
ル
・
二
於
テ

八
議
受
人

論

叢

小
作
制
ξ
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

五
九
)

二
〇
九

.覧



'」

論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(六
・完
)

第
+
五
巻

(第
二
號

⊥ハ○
)

二
「
Q

.

ハ
貸

主

ノ
代

り

島
破

レ
ノ
所

有

ノ
織
綾
中
賃
貸
借

關
係

ヨ
リ
生

ス

ル
権
利
及
義
務

二
任

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

≦

乙

α
霧

く
2
邑
Φ§

。
O
≡
コ
量

重

く
8

9

留
「
O
σ
豊

の
的。・呂
㈹
。・
昌

α
窪

護

。
響

く
8

ユ
。
ヨ

く
。篁

算
角

碧

o
ヨ
o昌

O
ユ
寓
Φ
=
く
o
準
暴
馬
詳
闇
。7
0
耳
剛耳

α
o
「
国
暑
①
「『臼

"旨
しロ
[o
一一6

色
塞

く
臼
已
冨
冗
窃

ぎ

島
o
。巾卿o『
、毛
俳7
「o
昌鳥

ユ
醇

U
磐
q

。・。ヨ
2

同
時
2
9
ヨ
の
.き
・・
畠
①
日

蜜

Φ
貯
o
}
巴
9

の
興
げq
ゆ
富
民
8

戸
Φ6鐸
ゆ
=
巳
.
勺
コ
【o澤
昌
ひq
o
昌
Φ
…p

(麟
罵

H
諺
σ
㎝
」

≠

黛

ゆ
.)

此

の
規
定

は

一
般
的

に
土
地

の
賃
貸
借

に
關
す

る
も

の
で
あ

る
が

」
濁
逸

民
法
第

五
百
八
十

}
條
第

二
項

の
規

定

に
從

っ
て
、
土
地

の
小
作
契

約

に
も
其

の
適
用

あ

る
や

勿
論

の
義

で
あ

る
。

次

に
我
が
民
法
は
賃
貸
借

に
關

し
て
は
明
か

熊
債

権
主
義
を
探

っ

て
居

る
。
從

て
我

が
民

法
の
下

に
於

て
は
賃

借
人

た

る
普

遍

の
小
作
人

の
如

き
は
、
賃
借
権
を

以
て
賃

借
地

の
第

三

取
得
者

に
対
抗
す

る
を
得
な

い
。
其
他

の

第

三
者

に
対
抗
す

る
こ
ご

の
出
來

楓
の
も
、
債
権

の
原
則

ε
し
て
吉

を
俟

た

ざ
る
所

で
あ

る
。

さ
れ
ば

小
作
地

に

聞

し
て
之
を

吉

へ
ば
、

そ
が
布

敷

に
費

買
譲

渡

さ
れ
た
る
場
合

に
、

小
作
地

の
譲
受

人
が
小
作
人

に
射

し
て
小
作

地

の
返

還
を
請
求
し
セ

る

ご
き
は
、
小
作
人

は
其

の
賃

借
罹
た

る
小
作

権
を
理
由

`
し
て
之
を
拒
絶
す

る
こ
ξ
は

出
来

な

い
。

小
作
人
は

た

ゴ
貸

主

に
劃

し
て
、

そ
の
債
務

不
履
行

に
因

る
損
害

賠
償

を
請

求
す

る
を
得

る
権

利
を

4

有
す

る

に
過
蓄
な

い
9

・

右
は
我
が
民
法

に
於

け

る
原

則
的

規
定

よ
り
之
を
見

て
然

る
所

で
あ

る
。

け
れ
こ
も

馬
防

ゴ
此

の
原
則
だ

け

に

,

9



コ

.

止

め
て
置
い
て
、
何
等
賃
借
人
を
保
護
す

べ
き
例
外
的
規
定
を
設
け
な
い
で
は
、
賃
借
人
の
権
利
は
頗

る
薄
弱
の
も

の
ご
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
然
る
に
視
聴

の
肚
會
生
活
の
下
に
在

っ
て
は
、
例

へ
ば
家
屋

の
借
屋
.借
を
し
て
居
る

人
は
、
自
己
所
有
の
家
屋
に
住
む
で
居

る
人
よ
り
も
多
く
、
土
地

に
し
て
も
亦
賃
借
關
係
は
頗

る
重
要
な
る
.關
係

な
り
、
特
に
農
.地
.の
小
作
は
自
作
よ
り
も
廣
く
行
は
れ
、
・
小
作
人
の
敷
は
自
作
人
よ
り
も
多

い
の
だ
か
ら
、
此
等

の
不
動
産

の
賃
借
者
の
権
利
を
.斯
く
薄
弱
の
も
の
ε
駕
し
て
権

い
て
、
何
等
之
を
保
障
し
、
せ
め
て
賃

借
契
約
の

繊
纏
期
間
中
安
棘
し
て
借
家
叉
は
小
作
地

の
利
用
を
爲
し
得
る
も
の
た
ら
し
め
ん
こ
ざ
は
、
肚
會
政
策
上
甚

だ
重

要
の
事

ε
い
は
ね
ば
な
ら
戯
。

藪

に
於
て
か
民
法
に
は
、
」

般
的
に
、
不
動
産

の
賃
貸
借
は
之
を
登
記
し
陀
る
ご
き
は
〔
爾
後
其
の
不
動
産

に
つ

き
灌
利
を
取
得
し
た
る
者
に
謝
し
て
も
其
効
力
を
生
す
る
(第
六
百
五
僚
)も

の
ご
の
規
定
を
設
け
て
居

る
。
此
の

規
定
あ
る
が
爲
め
に
、
不
動
産
の
賃
借
人
は
賃
貸
借
の
登
記
さ

へ
し
て
置
け
ば
、
た
ε
へ
其
後
賃
貸
人
が
賃
借
物

の
所
有
権
を
第
三
者

に
譲
渡
す
る
こ
ε
あ
る
も
、
賃
貸
借

に
依

る
法
律
關
係
は
依
然

ざ
し
て
存
続
す
る
は
勿
論
、

、賃
貸
借
の
事
實
關
係
も
當
然
賃
借
物
の
譲
渡

に
依
て
破
ら

る
、
こ
ご
は
な
く
.、
賃
借
人
は
そ
の
賃
借
利
用
を
続
け

て
行
く
こ
ε
が
出
来
る
。
即
ち
賃
貸
借
に
依
る
法
律
關
係
は
譲
受
人
た
る
新
所
有
者

ご
賃
.借
人
ε
の
間
に
存
続
す

る
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
、
不
動
産
の
賃
貸
借
は
之
を
登
記
す
れ
ば
.、
第
三
者

に
劃
抗
す
る
を
得
る
も
の
ε
な
る
が
故
に
、
登

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(六
・完
)

第
+
五
巻

(第
二
號

六
『)

二
=

σ



論

叢

小
作
制
.ε
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

六
二
)

一
=
二

記
後
に
於
け
る
賃
貸
借
罹

の
効
力
は
物
擢
ε
選
ぶ
所
な
き
も
の
ε
な
る
。
然
ら
ば
賃
貸
借
は
之
を
登
記
す
れ
ば
、

賃
借
権
は
物
権
ざ
熨
す
る
も
の
な
り
ゃ
ε
い
ふ
に
、
元
來
我
が
民
法
で
は
、
物
権
π
る
も
の
は
法
律
上

に
之
を
列

學
す
る
主
義
を
探

っ
て
居

る
の
に
、
登
記
せ
る
賃

借
権
に
つ
い
て
は
、
何
等
法
律
上
此
難
に
閲
す

る
規
定
が
な

い

か
ら
、
そ
が
物
権

ε
な
る
も
の
ξ
は
解
せ
ら
れ
楓
。
や
は
b
そ
は
灌
甜
ε
し
て
は
債
権
氾
る
に
過
ぎ
な

い
け
れ
こ

も
、
登
記
に
依
て
之
に
公
示
力
が
與

へ
ら
れ
た
る
以
上
は
、
そ
の
散
方
に
於
て
物
椹
的
敷
力
が
認

め
ら
れ
る
も
の

ε
な
る
ε
解
繹
す
る
外
は
な

い
の
で
あ
る
。

兎
も
角
法
律
は
、
登
記
の
方
法
に
依
て
不
動
産

の
賃
借
人
の
権
利
を
確
實

に
す

る
こ
ε
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

然
る
に
現
時
の
肚
會
生
活
は
愈

々
以
て
不
動
産
の
賃
借
人
の
地
位
を
安
固
に
し
、
更
に

↓
層
そ
め
椹
利
を
確
實
に

す
る
必
要
を
生
み
來

っ
π
。
特

に
土
地
及
び
家
屋
を
住
居
の
目
的
を
以
て
貸
借
す

る
者

の
灌
利
を
安
固

に
す

る
必

要
生
じ
、

住
居
問
題

の
困
難
は
我
国
に
在

っ
て
も
、

民
法
に
於
け
る
右
の
規
定
だ
け
を
以
て
し
て
は
、

十
分
に

時
勢
の
要
求

に
合
致
し
兼
ね
る
有
様
を
呈
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
、
人
も
知
る
如
く
嚢
に
借
家
法
及
び
借
地
法

を
特
別
注
ε
し
て
制
定
す

る
に
至
ら

し

め

た
。

而
.し
て
此
の
法
律

の
.規
定
に
よ
り
、
叉
彼
の
建
物
保
護
に
關
す

・
法
律

(瀦

齢

垂

の
規
定
に
依
り
、
借
家
及
ぴ
借
地
穫

登
記
を
要
草

し
て
箪

二
言

撹

す

る
を
得

る
こ
ご

＼
な
b
、
新
た
に
其
の
賃
借
目
的
物

に
付
き
物
権
を
取
得
し
た
る
者

ご
借
主
ε
の
問
に
賃
貸
借
`
し
て
の

致
方
を
有
す

る
こ
`
」
な

っ
た
の

で

あ

る
。

即
ち
借
家
法
は

「
建
物

ノ
賃
貸
借

ハ
其

ノ
登
記
ナ
キ
モ
建
物

/
引

高

9



渡
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
爾
後
其

ノ
建
物

二
村
物
権

ヲ
取
得

シ
タ
ル
者

二
勤

シ
其

ノ
敷
力
ヲ
生

ス
L
(同
法
第

一
條
第

一

項
)
ご
規
定

せ
ら
れ
た
。
叉
借
地

法
に
於
て
は
、
先
づ
其

の
借
地
橿
の
意
義
を
限
定
し
て

「
本
法

二
於
ナ
借
地
権

ト
稠

ス
ア
ハ
建
物

ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
地
上
権
及

ヒ
賃
借
耀

ヲ
謂

フ
」
だ
駕
し
〔同
法
第

一
條

、
て
居
る
。
然

る

に
前
掲
建
物
保
護

に
關
す
る
法
律
に
從

へ
ば
、
建
物
の
所
有
を
目
的

巴
す
る
土
地

の
賃
貸
借
に
於
て
土
地

の
賃
借

入
が
其
の
土
地
の
上
に
登
記
し
た
る
建
物
を
有
す
る
ε
き
は
、
土
地

の
賃
貸
借
は
共
の
登
記
な
さ
も
之
を
以
て
第

三
着
に
封
抗
す
る
を
得

る
こ
ε
、
な

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
-

然

る
に
今
や
叉
時
勢
の
要
求
は
、
小
作
に
閲
す

る
賃
貸
借
に
於
て
も
、
小
作
人
の
小
作
耀
を
法
律
を
以
て
今
少

し
く
安
固
の
も
の
ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
ε
す
る
に
至
り
、
小
作
権
に
於
て
も
亦
や
は
b
登
記
を
待
セ
な

い
で
之

を
第
三
者
に
対
抗
す

る
を
得
る
も
の
ビ
駕
し
、
新
π
に
小
作
地
の
上
に
物
権
を
取
得
し
た
る
者

に
謝
し
て
は
、
小

作
人
ε
の
問

に
從
來
の
小
作
關
係
が
承
継
せ
ら
る
、
敷
力
を
有
す

乃
も
の
ビ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
ぜ
い
ふ
希
望
が

ノ

大

に
表

は

れ
來

る
こ
ε

Σ
な

っ
た
。

小
作
制

度
調
査

委
員
會

に
提
出

せ
ら

れ
た

る
小
作
注
幹
事

私
案

は
其

の
第
五

.

條
第

一
項

に
於

て

「
小
作
権

ハ
其

ノ
登

記
ナ

キ

モ
小
作
地

ノ
引

渡

ア
リ
タ

ル
ト
キ

ハ
.爾
後
其

ノ
小
作
地

　
付
物
権

ーヲ
取
得
.
シ
タ

ル
者

二
劃

シ
プ

毛
共

ノ
敷
力

ヲ
肩

ス
」

ε
規
定

せ
ん
ε
し
て
居

る
。
即
ち
之

れ
借

家
法

に
於
け

る
前

掲
修
交

オ
相
呼
慮

せ
ん

ε
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
賃

借
目
的
物

の
引
渡

が
行
は

れ
た

る
以
後
は
、
賃
借
権

は
登
記

を
待
た
す

し

て
其

の
賃

借
物

に
付

き
物

灌
を
取
得
し

把
る
者

に
.饗

し
て
も
其

の
効

力
を
有
す

る
も

の
ピ
な
す

主
旨

論

叢

.
小
作
割
ε
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

六
三
)

二
.
三

島幽

■



論

叢

壕
小
作
制
こ
小
作
法
(六
・完
V

第
十
五
巻

(第
二
號

六
四
)

二
「四

に
出
.て
居
る
の
で
あ
な
。

小
作
注
幹
事
私
案
な
る
も
の
が
果
し
て
よ
く
法
律

ε
な
り
得
る
や
否
や
は
蓮
賭
し
難

い
け
れ
ざ
も
.
小
作
権
の

対
抗
力
に
関
す

る
右
第
五
條
第

一
項
の
主
旨
が
借
家
法
ご
相
懸
じ
、て
以
て
現
時

の
特
勢
の
要
求
す

る
所

に
適
従
せ

ん
ε
す

る
も
の
た
る
か
ら
に
は
、
.其

の
主
旨
は
何
人
か
ら
も
認
め
ら
る

べ
き
筈
の
も
の
で
あ

っ
て
、
我
利
身
々
地

主
擢
に
あ
ら
ざ
る
限
り
は
、
敢
て
か
＼
る
注
文
の
制
定
せ
ら
る
＼
こ
ε
を
拒
否
せ
ん
ε
す

る
も

の
は
あ
る
ま

い
。

併
.し
そ
れ
は
兎
に
角

ε
し
て
、
此
の
僚
友
案
は
、
其

の
櫨

る
所
は
大
盤

に
於
て
濁
逸
民
法

に
在
b
ε
せ
な
け
れ
ば

な
ら
ね
。
即
ち
前

に
掲
げ
揺
る
如
く
、
凋
逸
民
法
第
五
百
七
十

【
條
第

一
項
は
、
賃
借
地
が
賃
借
人
に
引
渡
さ
れ

た
る
以
後
貸
主

よ
り
第
三
者

に
.譲
渡
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
は
以
後
其
の
從
來
の
貸
主

に
代

っ
て
共
の

.権
利
を
素
縫

し
其
の
義
務
を
負
据
す

る
も
の
ε
規
定
し
て
居
る
次
第

だ
か
ら
、
小
作
法
幹
事
私
案
が
や
は
.り
小
作

地
の
引
渡
あ
b
た
る
ξ
き
は
爾
後
其

の
小
作
地
に
っ
き
物
椹
を
取
得
し
た
る
者
に
饗
し
て
も
小
作
権
は
其
の
効
力

を
盤
す
ε
爲
さ
ん
ε
す

る
は
、
正
に
其
軌
を

「
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
共
に
賃
借
地

の
引
渡
あ
り
た
る
こ
ε
を

以
て
賃
借
椹

に
物
権
的
劃
抗
力
を
有
す
る
を
得
せ
し
む

る
理
由

・し
な
さ
ん
ご
す

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
小
作
法
幹

事
私
案
第
五
條
第

　
項
は
、
借
家
法
第

一
條
第

一
項
ε
同
様
に
、
小
作
地

の
引
渡
め
り
だ
る
ご
き
は
爾
後
其
の
小

む

　

作
地
に
っ
き
物
耀
を
取
得
し
た
る
者

に
…謝
し
云
々
ご
定
め
ん
ご
し
小
作
擢
を
以
て
廣
ぐ
其
の
小
作
地
に
つ
き
物
権

　

む

む

　

　

む

　

を
取
得
し
た
る
者
に
蜀
抗
す

る
を
得
る
も
の
ご
せ
ん
こ
し
て
居
る
。
比
熱
は
凋
逸
民
法
の
規
定
す
る
所
に
比
し
更

■



に
小
作
橿
の
対
抗
力
匹
及

ぷ
範
園
を
廣
く
せ
ん
ε
す

る
も
の
で
あ
る
。
凋
逸
民
法
第
五
百
七
十

↓
條
第

一
項

に
在

っ
て
は
、
賃
借
地
が
貸
主

に
依
て
第
三
者
に
譲
渡
せ
ら
れ
た
る
場
合
の
み
を
規
定
し
、
其

の
譲
渡
ピ
は
、
費
買
、
購

與
、
遺
贈
等
す

べ
て
所
有
権
の
移
轄
を
目
的

ε
す

る
法
径
行
爲
を
意
味
す
る
次
第

で
あ
る
。
さ
れ
ば
凋
逸
民
法
に

於
て
は
、
引
渡

の
完
了
さ
れ
把
る
賃
借
地

の
対
抗
力
は
右
諸
行
爲
の
結
果
新

た
に
賃
借
地

の
所
有
擢
を
得
た
る
者

に
罰
し
て
の
み
認

め
ら
れ
た
る
に
反
し
て
、
小
作
法
幹
事
私
案
は
、
借
家
法
に
於
け
る
ε
同
様

に
、
所
有
罹
た
る

ε
抵
當
椹
た
る
ε
地
役
椹
た
る
ご
そ
の
他
何
れ
の
物
権
乾
る
ε
を
問
は
す
、
す

べ
て
其
の
小
作
地

に
付

き
物
権
を

取
得
し
た
る
者
に
謝
し
て
小
作
権
の
対
抗
力
を
認

め
ん
す

る
も
の
で
あ
る
』
惟

ふ
に
之
は
我
が
晟
法
が
第
⊥
ハ
百
五

條

に
於
て
不
動
産
の
賃
貸
借
は
之
を
登
記
し
陀
る
ε
き
は
爾
後
其

の
不
動
産
に
付
き
物
椹
を
取
得
し
た
る
者

に
封

・
し
て
も
其
の
敷
力
を
生
す

る
も
の
ε
爲
す
ε
し
て
居

る
所

に
順
慮
し
、
其

の
登
記
の
除
外
例
を
造
り
、
.小
伶
地
は

引
渡
さ

へ
行
は
る
れ
ば
登
記
が
行
は
れ
す
ご
も
已
に
十
分
に
其
の
物
権
的
勤
抗
力
を
有
す

る
も
の
ε
爲

さ
ん
ε
す

る
主
旨
に
出
で
た
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
こ
で

此
の
第
六
百
五
條
同
様
に
其
の
対
抗
力

の
及

ぶ
範
圃
を
獅
逸
民

法
に
於
け
る
よ
り
も
廣
く
す
る

こ
ご
、
な

つ
だ
の
で
あ
ら
う
。

一
般
法
た
る
民
法
に
蜀
す

る
特
別
法
ε
し
て
尤
千

萬
な
所
た
る
の
み
な
ら
す
、
、
小
作
権
を
確
實

に
す

る
主
旨
よ
り
見

る
も

至
當
の
こ
ε

、
い
は
ね
ば

な
ら

諏
。

衣
に
叉
我
が
民
法
第
六
百
五
條
、
借
家
法
第

一條

第

一
項
、
小
作
法
幹
事
私
案
第
五
條
第

一
項
等

に
於
て

「
…

・
…
…
其
妓
力
ヲ
生

ス
」
ε
規
定
し
「
第
三
者

二
対
抗

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ざ
せ
な
か
つ
セ
の
は
、
濁
逸
艮
法
弟
五
百

論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(六
。完
)

、

第
十
五
巻
.
ハ第
二
號

六
五
)

二
一五

59)1くosiny,a・a・0・S.25Fg・

,



論

叢

小
作
制
こ
4,
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

六
六
)

一
=
六

七
十

一
條
第

一
項
が
、
譲
受
人
は
貸
主
に
代

っ
て
其

の
灌
利
義
務
に
任
す
る
も
の
`
し
て
居

る
の
ご
同
巧
異
曲

の

も
の
で
あ

っ
て
、
賃
貸
人
が
賃
貸
借
の
登
記
又
は
引
渡
以
後
賃
貸
物
の
所
有
橿
其
他

の
物
権
を
第
三
者

に
譲
渡
し

た
お
ξ
き
は
、
賃
貸
借
に
依
る
法
律
關
係
は
、
新
所
有
者
ピ
從
來
の
借
主
ε
の
間

に
存
続
す
る
も

の
ε
し
、
賃
借

人
が
譲
受
人
に
封
抗
し
得

る
に
止
ら
す
、
譲
受
人
も
亦
賃
貸
借
關
係
よ
り
生
す
る
権
利
を
借
主

に
糊
し
て
有
す
る

こ
.ε
、
`
な
り
文
典

の
義
務
を
負
婚
す
る
こ
ε
、
.な
る
旨

を
意
味
す

る
次
第
で
あ
る
。

.

要
す

る
に
、
借
地
権
の
対
抗
力
を
ば
、
登
記
を
待
た
な

い
で
認
め
ん
ε
す
る
濁
逸
民
法
及
び
我
が
小
作
法
幹
事

私
案

の
如
き
は
、
賃
借
地

の
引
渡
ε
い
ふ
こ
ε
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
行
は
れ
た
る
以
後
は
借
地
権
は
物
権
的
蜀

む

む

抗
力
を
有
す

る
も
の
ビ
な
さ
ん
ご
す
る
の
だ
か
ら
、
修
交
の
解
繹
上
に
於
て
は
、
引
渡
ε
い
ふ
こ
ど
の
意
味
を
明

確
に
す

る
こ
オ
が
頗
る
大
切
で
あ
る
。
而
し
て
普
通
に
は
、
此
の
場
合
に
於
け
る
引
渡
ξ
は
、借
地
入
が
其
の
土
地

に
蜀
.し
て
實
際
的

に
之
を
支
配
し
得
る
歎
態

に
置
か
る
〉
こ
ε
だ
嬉
解
繹
せ
ら
れ
、
引
渡
を
了
す
ピ
は
從
て
、
貸

主
が
賃
借
物
を
ば
借
主
に
射
し
て
契
約
上
の
使
用
に
適
す
る
状
態
に
於
て
交
付
し
、
借
主
は
共
地

の
使
用
に
必
要

な
る
實
際
上
の
力
を
ば
直
接
に
共
地
に
射
し
て
持

ち
得
る
歌
態

に
置
か
る
、
こ
ε
を
意
味
す
る
も
の
ざ
せ
ら
れ
る
.

け
れ
ご
も
此
種
の
細
末
に
捗

っ
た
解
糧
論
を
試
む
る
こ
ε
は
、
私
の
志
で
な
い
か
ら
、
弦
に
は
だ
窪
そ
れ
だ
け
を

一
嘗
す
る
に
止
め
て
置
く
。
藪
に
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
ε
は
、
不
動
産
の
賃
借
権
が
登
記
せ
ら
れ
す

蓬
も
、
賃

借
物
の
引
渡

の
行
は
れ
た
る
以
後
は
、
物
灌
的
野
抗
力
を
有
す

る
も
の
ε
せ
ら
れ
る
こ
ピ
之
で
あ

っ
て
、
輩
純
な

9



」

る
債
権
π
る
に
過
ぎ
す
ご
せ
ら
れ
る
賃
借
椹

に
、
法
の
規
定
に
よ
b
斯
か
る
物
権
的
甥
抗
力
の
賦
興
せ
ら
れ
る
ε

い
ふ
こ
芝
が
、
最
も
注
意
に
直
す
る
次
第
で
あ
る
。
而
し
て
法
律
は
何
が
故

に
、
斯
か
る
物
橿
的
敷
力
を
有
し
得

を
不
動
産
の
賃
借
罹
は
頭
か
ら
物
権
ε
す

る
こ
ε
を
し
な
い
で
、
依
然
ε
し
て
之
を
債
権

ε
し
て
置
き
乍
ら
、
然

か
も
其
の
対
抗
力
に
於
て
は
殆

ん
ご
物
権
だ
る
も
の
ご
多
く
相
選
ぱ
ざ

る
程
度
に
ま
で
之
を
強
く
せ
ん
ε
す

る
の

か
。
比
熱
は
大

い
に
孜
究
に
値
す

る
所
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
叉
賃
借
橿
の
物
権
的
豊
抗
力
は
、
何
が
故

に
、
不

動
産

に
付

い
て
の
み
斯
く
の
如

く
認
め
ら
れ
る
に
拘
ら
す
.
動
産

に
付

い
て
は
認

め
ら
れ
な
.い
の
か
。
比
熱
為
亦

致

へ
て
見

る
必
要
が
あ
る
。
天
引
渡
さ
れ
セ
る
賃
借
不
動
産

の
有
す
る
劃
抗
力
ε
占
有
権
の
勤
抗
力
ε
の
連
絡
關

係
如
何
ε
い
ふ
こ
ご
も
、
併

せ
致
究
す

べ
き
問
題
た
ら
ざ

る
を
得
漁
。

私
は
す

べ
て
此
等

の
問
題
を
致
究
せ
ん
が
爲
め
.に
は
、
今
少

し
く
、
賃
借
椹
な
る
も
の

、
法
的
性
質

に
つ
い
て

研
究
を
試
む

る
必
要
が
あ
る
ε
思
ふ
。
即
ち
賃
借
権
を
ぱ
、
た
～
法
典
に
於
て
物
権
中
に
入
れ
ら
れ
て
居
な

い
か

ら
物
権
で
な
く
噛
横
構
中

に
加

へ
ら
れ
て
居
る
か
ら
債
権
だ
ε
い
ふ
ば
か
り
で
満
足
せ
す
、
其

の
権
利
ε
し
て
の

性
質
を
討
究

し
て
、
そ
が
果
し
て
物
権
た
る
性
質
の
も
の
な
り
や
債
櫻
た
る
性
質
を
有
す

る
も
の
な
り
ゃ
、
將
叉

両
者
の
性
質

の
何

れ
を
よ
b
多
く
有
す

る
も
の
な
り
や
、
そ
の
何
れ
ε
し
て
法
典
七
規
定
す

る
を
愛
當
`
す

る
や

を
、精
確

に
見
定
め
る
こ
ε
が
、
學
問
上

に
於
て
は
重
要
な
こ
ご
だ
ε
思

ふ
。
歳

次
法
以
外
に
洩
律
な
く
、戎
衣
に

規
定

さ
れ
た

る
権

利
以
外

に
椹

別
な

し
ε

い
ふ
見
地

を
探

っ
て
居

る
人

達

に
は
、
.斯

か
る
研
究

を
試

む

る
鯨
地

は

論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(六
・完
)
.

、

第
十
五
巻

(第
二
撹

六
七
)
.
二
一七

9
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論

叢

小
作
制
ε
小
作
法
(六
・完
)
、

第
十
五
巻

(第
二
號

六
八
)

二
一
八

あ
る
ま
い
が
、
成
丈
法
典
を
離
れ
て
法
径
の
意
義

を
立
て
、
権
利
の
概
.念
や
本
質
を
見
究
め
ん
ε
す
る
學
徒

に
晦

右
の
研
究
は
十
分
そ
の
鹸
地
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
源
。
叉
甚
だ
重
要
な
る
研
究
題
目
で
な
く
て
は
な
ら
漁
。

そ
こ
で
少
し
く
其

の
問
題
に
就

い
て
考

へ
て
見

る
に
、
賃
借
権
が
果
し
て
物
権
で
あ
る
か
、
そ
れ
ε
毛
債
権
で

あ
る
か
E
い
ふ
ご

ご
に
就

い
て
は
.
從
來
法
學
者

の
間
に
既

に
か
な
b
精
密
な
研
究
が
行
は
れ
て
居
る
が
、
諸
家

、

の
見

る
所
は
必
ず
し
も

　
致
せ
な

い
で
、
之
を
物
権
ε
見
る
論
者

ε
債
灌
ε
見

る
論
者
ε
相
分
れ
て
互
に
論
難
を

交
は
し
て
居
る
有
様
で
め
る
。
而
し
て
今
賃
借
権
の
権
利
ε
し
て
の
性
質
を
見
定
め
ん
が
憎
め
に
は
、
先
づ
以
て

物
椹
ε
債
権
ε
.の
匠
別
か
ら
見

て
か
N
る
必
要
が
み
る
が
、
之

に
就

い
て
も
亦
學
音
聞

に
.論
争
が
行
は
れ
て
意
見

の

一
致
を
見
難

い
。
即
ち
或
學
者
は
」
権
利
の
物
権
性
は
、
椹
利
者
が
義
務
者

よ
り
我
物
を
取
去
る
こ
ご
の
出
家

る
権
能
を
基
礎
ε
す

る
も
の
ε
考

へ
、
橿
利
者
が
斯
か
る
法
律
上
の
地
位
に
在
る
場
合

に
彼
は
其
物
に
付

い
て
物

権
を
有
す

ご
解
す

べ
き
も
の
だ
ざ
す

る
。
然

る
に
他
の
學
者
は
、
物
権
の
性
質
は
権
利
其
も
の
」
内
容
に
依
て
定

ま
る
も
の
で
、
人
が
直
接
に
我
物
に
封
ず
る
法
律
上
の
支
配
灌
を
有
す
る
場
合

に
は
、
彼
は
其
物
に
謝
し
て
物
標

を
有
レ
、
若
し
人
が
他
人
ρ
行
爲
を
介

し
て
物
に
劃
し
て
纏
利
關
係
を
有
す

る
場
合
に
は
、
彼
が
有
す

る
灌
利
は

債
権
た
る
に
外
な
ら
す
ご
す
る
。

↓
れ
ば
此

の
見
解
に
從

へ
ば
、
物
権
ご
は
人
ε
物
ε
の
間

に
存
す
る
直
接

の
権

利
関
係
だ
て
い
ふ
こ
ε
に
な
る
の
で
め
る
。
然
る
に
又
他
の
學
者
は
、
権
利

の
罫
抗
力
が
絶
対
的
な
る
か
制
限
的

な
る
か
に
依
て
物
椹
`
債
権

ご
の
歴
別
は
立
て
ら

る
べ
き
も
の
で
、
訴
訟
上
の
保
護
の
絶
劃
的
な
る
も
の
は
之
を

`



物
権
ε
見
な
け
れ
ば
な
ら

澱
ε
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

債
権
ε
物
権
こ
の
匠
別
に
騙
す

る
右
等
の
見
解

の
中
、
現
今
最
も
多
数
の
學
者
の
之
を
認

め
、
通
読
ε
謂
ひ
得

べ
き
も
の
は
、
物
擢
を
ば
其
の
灌
利
の
内
容
よ
り
見
て
債
椹
ε
幅
別
し
、
人
の
行
爲
を
介
せ
す
直
接

に
物
に
封
し

て
法
律
上
の
支
配
を
駕
す

こ
ε
が
そ
の
権
利
の
内
容
た
る
擢
利
は
之
を
物
灌
ぜ
見
る

べ
き
も
の
な
り
ε
い
ふ
見
解

之
で
あ
る
。
仍
て
即
ち
今
問
題

に
な

っ
て
居

る
賃
借
権
に
就

い
て
見

る
に
、
賃
貸
借
契
約
は
諾
成
契
約
だ
る
が
短

め
に
、
其
の
契
約
が
成
立
ち
さ

へ
す
れ
ば
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
劃
七
て
権
利
を
有
し
又
義
務
を
負

ふ
ご
ビ
に
な
る

、

け
れ
ど
も
、共

の
賃
貸
借
の
目
的
物
が
ま
だ
引
渡
さ
れ
な

い
以
前

に
在

っ
て
は
、賃
借
人
の
擢
利
は
、、
π
穿
賃
貸
人

を
し
て
契
約
の
主
旨
に
從
て
賃
借
物

の
使
用
及
び
牧
盆
を
爲
し
得

べ
き
や
う
之
に
必
要
な
る
行
動
を
取
ら
し
む
る

を
得

る
権
利
た
る
に
止

り
、
そ
が
軍
純
な
る
債
権
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
は
疑
な
き
所

で
あ
る
。
黙
れ
ざ
も
賃
貸
人
が

其
の
義
務
を
果
た
七
、
賃
借
物
を
賃
借
人
に
引
渡
し
、
其
他
賃
借
人
を
し
て
能
く
其

の
目
的
物
の
使
用
及
び
牧
盆
を

駕
し
得

る
地
位
に
居
ら
し
め
π
る
曉
に
於
て
は
、
賃
借
人
は
賃
借
物
に
饗
し
て
直
接
の
法
律
關
係
を
有
す
る
こ
ε

`
な
り
、
彼
は
其
物
の
使
用
及
び
牧
釜
を
篤
し
得

べ
き
法
径
上
の
地
位
に
居
ち
こ
ご
」
な
る
。
そ
し
て
此
の
法
律

上
の
地
位
は
他
人

の
物
を
使
用
牧
益
し
得

べ
き

↓
種
の
権
利
た
る
こ
ε
は
疑

の
な
き
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
撫
で
問

題
ε
な
る
こ
ε
は
賃
借
人
の
有
す

る
此

の
直
接
な
る
物
の
使
用
牧
釜
を
寫
し
得

べ
き
権
利
は
債
権
な
り
や
物
擢
な

b
や
ε
い
ふ
に
.
私
は
之
は
こ
う
し
て
も
物
罹
ピ
見

る
の
が
正
賞
だ
亡
者

へ
る
の
で
あ
る
。

論

叢

、
小
作
剛
建
小
作
法
(六
。完
〕

第
十
五
巻

(第
二
號

六
九
)

二
}九

60)HeinovonChristen,DerSchutzdes

Barna-Leipzig,ig豆3,S・2fg・
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論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

七
〇
)

二
二
〇

即
ち
賃
借
物
が
賃
借
人
に
引
渡
.さ
れ
た
後
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
行
爲
を
介
せ
す
し
て
直
接
に
其
物
を
支
配

し
得

べ
き
法
律
上
の
地
位

に
置
か
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼

は
其
の
賃
借
物
に
付

い
て
は
占
有
権
を
有
し
、
何

人
の
目

か
ら
之
を
見
て
も
其
の
目
的
物
ざ
賃
借
人

ε
の
問

に
は
直
接
な
る
法
律
關
係
が
成
立

っ
て
居
る
。
さ
れ
ば

賃
貸
借
契
約
は
契
約
ε
し
て
債
権
關
係
准
り
ε
も
、
其
の
主
旨
に
從
て
目
的
物
が
引
渡
さ
れ
賃
借
人
が
其
物
を
使
.

用
牧
益
し
得

る
法
律
上
の
地
位
に
置
か
れ
π
る
以
上
怯
、賃
借
人
ε
目
的
物

ε
の
間

に
物
権
關
係
が
生
じ
馬
斯
く
て

賃
借
人
が
直
接
に
共
の
賃
借
物
を
使
用
牧
益
し
得

る
権
利
を
こ
そ
實
に
賃
借
権
ご
い
ふ
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
そ
の
關
係
は
恰
も
費
買
に
依
て
物
の
所
得
椹
が
買
主
に
獲
得
せ
ら
れ
る
の
ξ
同
様

で
、
費
買
契
約
は
元
よ

り
債
権
關
係
だ
け
れ
こ
も
、
其
の
結
果
買
主

の
手
に
移
る
所
有
権
は
物
権
で
あ
る
。

さ
れ
ば
私
は
契
約
の

　
種
類

嬉
し
て
賃
貸
借
ε
い
ふ
債
権
關
係
を
認
む
こ
ご
は
洵

に
正
常
な
こ
ビ
だ
ビ
思

ふ
け
れ
こ
も
、
そ
れ
ξ
同
時
に
叉
法

律
は
物
権
中

の

一
`
し
て
賃
借
椹
な
右
も
の
を
謡
初
、
之
に
關
す
る
猫
立
の
規
定
を
定
む

べ
き
も
の
な
b
ε
考

ふ

る
の
で
あ
る
。
.

.

所
が
民
法
學
者

の
多
数
は
、
賃
借
橿
は
債
罹
π
る
に
過
ぎ
す
ε
駕
す

の
で
あ

っ
て
、
賃
借
人
が
目
.的
物
を
直
接

に
使
用
岐
益

し
得

る
権
利
は
凋
立
の
榴
利
で
は
な
く
て
、
債
権
π
る
賃
借
権

に
從
π
る
罹
能
に
外
な
ら
す
ご
の
理

由
に
よ
b
、
其
の
物
権
的
性
質
を
否
認
せ
ん
`
す

る
の
で
あ
る
。
成
交
民
法
の
解
繹
論
ε
し
て
學
者
が
斯

か
る
説

明
を
す
る
の
は
已
む
を
得
な

い
で
あ
ら
う
が
、
成
法
を
離
れ
て
之
を
考

ふ
れ
ば
、
私
は
、
物
を
直
接
に
支
配
し
其

61)鳩 山博士前掲書四七〇一 四 七萱貢

、
「
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の
使
用
牧
盆
を
駕
す
権
能
が
、
債
権

ξ
し
て
の
賃
借
橿

に
従
た
る

一
種
の
二
次
的
濃
能
た
る
に
外
な
ら
す

ε
見
る

見
地

の
立
場
を
ざ
う
し
て
も
了
解
す

る
こ
ε
が
出
来
蹟
。
私
の
見
る
所
で
は
、
賃
借
権
`
し
て
は
、
目
的
物
を
直

接

に
使
用
牧
益
す
る
権
能
こ
そ
最
も
重
要
な
る
も

の
で
あ

っ
て
、
賃
借
権

の
内
容
か
ら
假
り
に
此
の
権
能
を
抜

き

去
れ
ば
、
賃
借
権
は
空
蝉
忌
な

っ
て
し
ま
う
外
は
な
い
。
此

の
重
要
な
る
権
能
に
比
す
れ
ば
、
賃
借
人
が
賃
貸
人

に
劃
し
て
賃
借
物
の
使
用
牧
盆
を
爲
さ
し
む

べ
ぎ

こ
ξ
を
請
求
す

る
債
権
ε
し
て
の
権
能
の
如
き
は
寧
ろ
甚
だ
従

た
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
之
は
た
ゴ
賃
借
人
が
直
接
に
目
的
物

の
使
用
牧
盆
を
爲
し
得
る
地
位
に
立
ち
得
ん
が
矯

め
に
、
其
れ
に
必
要
な
る
條
件
を
整

へ
し
め
法
律
上
の
所
要
形
式
を
調

へ
し
む
る
だ
け
の
こ
ε
を
請
求
す
る
椹
利

た
る
に
過
ぎ
鳳
。
賃
借
馬
の
主
眼

ε
す
る
所
の
も
の
は
法
律
上
の
係
件
や
形
式
て
は
な
く
て
、
實
に
目
的
物
の
使

用
牧
盆

こ
い
ふ
實
質
的
の
利
用
關
係
た
る
に
外
な
ら
皿
の
で
あ
る
。
重
要
な
る
も
の
を
從
ご
見
、
重
要
な
ら
ざ
る

も
の
を
主
ε
見
る
論
者
の
見
地
は
、
私
に
は
不
當

の
見
地

ε
し
か
見

へ
な

い
。

佃
叉
之
を
経
済
の
實
際
關
係
か
ら
い
ふ
も
.
實
地

に
其
物
を
使
用
牧
益
す

る
人
が
成
物

に
射
し
て
有
す

る
關
係

ξ
、
た
ゴ
其
物
の
所
有
者
た
り
ピ
い
ふ
注
律
上
の
關
係
ご
、
何
れ
が
尊
重
に
直
す

る
も
の
な
り
や
ピ
ヤ
へ
ば
、
前

者
は
勿
論
後
者
よ
り
も
重
嬰
で
あ
る
。
此
事
は
特
に
農
業
に
於
て
撚
り
ε
す

る
。
蓋
し
農
業
に
在

っ
て
は
、
躬
自

ら
土
地
を
使
用
し
、
之
を
愛
し
之
を
培
ひ
て
、其
上
に
勢
働
を
行
ひ
其
上
に
無
産
の
業
務
を
警
む
小
作
人
が
土
地
に

謝
し
て
有
す

る
關
係
ε
、
た
ゴ
共
の
土
地

の
所
有
者
ビ
し
て
土
地
毫
帳
上
の
名
義
人
ビ
な

っ
て
居

る
地
主
が
其
地

論

叢

小
作
制
ご
小
作
法
(六
。完
V

第
†
五
巻
.
(第
二
號

七
一
)

二
H=

占

9



論

叢

小
作
制
こ
小
作
法
(六
・完
)

第
十
五
巻

(雛
二
號

七
二
)
.
二
二
二

に
謝

し
て
有
す

る
關

係
ε
、
何

れ
が
重

き
意
義

を
有

し
経
済

的

に
之

を
見

て
、
何
れ

が
當
然

韓
璽

せ
ら

る

べ
き

か
ε

い

へ
ば
.
言

ふ
迄

も
な
く
前
者

は
奪

い
も

の
ε
せ
な

け
れ
ば
な
む

n
か
ら
で
あ

る
。
即

ち
賃
貸

借
關
係

の
在

る
間

は

、
小
作
人

が
土

地
を
使
用

し
其

上
に
業
掛

を
螢

め
ぱ

こ
そ
、
土
地

の
生
産

力
は
其
方
を

経
済

的

に
實

現
し
、
土

地

の
脛
濟
償
笹

は
理
責

に
獲
揮

せ
ら

る

＼
次
第

で
、
地

主

が
土
地
を
所

有
す

る
ε

い
ふ
こ

ε
は
法
律
的

に
は

ε
も

か
く
、経
済

的

に
は
、
土
地

の
上

の
生
雇

に
射

し

て
何

等

の
現
實

關
係

を
有
せ
な

い
の
で
あ

る
。

即
ち

マ
ー

シ
ャ

ル

教
授

の
官

ふ
が
如

く
、
小
作

人
が

〉
∩
音

四
鵠
箒
目
①「

で
あ
b
、
地

主

は

Qn
蕾

で冒
颯
℃
僧
詳
口
臼

セ

る
に
外

な
ら

ぬ
。

果
し
て
撚
り

ε
せ
ば
、
経
済

生

活
其
他
肚

會
的
生

活

の
賞
状

に
適

慮

し
、
其

の
要
求
す

る
所
を

規
範

化

し
、
以

て
肚

曾
生
活

の
調
子

を
整

へ
て
行

く
こ

ε
を
以

て
存

在

の
唯

一
理
由

こ
す

る
法
律

は
、
縄
濟
土

樽
重
す

べ
き
も
の

を
曾
重

し
て
之

に
強
き
力
を
與

へ
、
経
済
上

従
た

る
地
位

に
在

る
も

の
は

、
法
律

上

に
於

て
も

や
は
り
從

π

る
地

位
を
與

へ
る
の
が

正
常
で
あ

る
。
法
律

ε
い

へ
ば
本

來
斯

く
な
け

れ
ば

な
ら

楓
筈

の
も

の
な

の
で
あ

る
。

要
す

る

に
私
は

、
賃

借
椹
な

る
も

の
は
.
少
く

ε

も
小
作
権
な

る
も

の
は
、
賃

貸
借
契
約

の
主
旨

に
從

ひ
、
目

的
物

の
引
渡

の
了

せ
ら
れ

た

る
上
は
、
物
椹

た
る
性

質

を
有
す

る
も
の

ε
見

た

い
の

で
あ

る
や

從

て
濁

逸

民
法
や

我

が
小
作
法

幹

事
私
案
や

が
、
既
述

の
如
く
小
作
地

の
引

渡
あ

り
た
る

ε
き
は
爾
後
其

の
土
地

に
付

き
所

有
権
其

、

他

の
物

権
を
取
得

し
陀
る
者

に
謝

し
て
も
、
賃
借

権

を

し
て
敷

力
を
有
す

る
も

の
ε
駕
す

こ
ご
は
、
當
然

至
極

の

こ
ε

、
考

ふ
る
の
で
あ

る
。
私

の
希
望

を
謂

へ
ば
、

物
椹

こ
し

て
の
賃

借
擢

を
民

法
上

に
認

め
通
之

に
關
す

る
規

「



;
ガ

定
を

物
権
篇

中
に
設

け
て
然

る

べ
き
だ

ざ
思

ふ

の
だ

け
れ
こ
も

、
民
法

の
改

正
は
容
易
な

事
業

で
な

い
湿
す

る
な

ら
ば
、
、せ
め
て
小
作

に
開

毛

て
だ
け

で
も
暫

く
小
作

法

ご

い
ふ
特
別

法
を
設

け
て
、
小
作

権
を

し
て
物
権
的
救

助

を
有
す
る
も

の
た
ら

し
む

な
こ
ご
は
、

之
を

特
勢

の
要
求

か
ら
謂

っ
て
も

、
亦
事

理
の
當

然

か
ら
謂

っ
て
も
、
機

宜
を
得
た

る
も

の
嬉
見

る

べ
き
で
あ
る
。

右
は
圭
ε
し
て
法
鍵
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
醗

っ
て
我
國
の
小
作
慣
行

に
於
て
、
小
作
地
の
資
買

の
行
ば

、る

、
際
、
小
作
人
の
利
益

が
こ
の
位
の
程
度
に
於
て
顧
み
ら

れ
て
居

る
か
を
見
る
に
、
從
來
は
地
主
の
肚
會
上
.の

地
位
が
高
く
そ
の
経
済
上
の
貴
方
が
強

か
っ
た
爲
め
に
、
殆

ん
ご
多
く
小
作
人
の
利
益
が
顧
み
ら
れ
な

い
有
様
で

め
っ
た
。
け
れ
こ
も
又
多
少
は
其
の
顧
慮
せ
ら
れ
把
る
所
も
あ
り
、
然

か
も
従
来
は
、
た
ゴ
擢
利
關
係

ど
し
て
ε

　

い
ふ
よ
め
は
、、
.人
情

上
小
作

人

に
氣

の
毒

だ
か
ら
質
買

が
行
は

れ
て
も
、
直
ち

に
小
作
を

取
上
げ

る
こ
ご
は
せ
な

い
ε
い

ふ
や

ラ
な
の
が
、
多
数

の
例

だ

っ
た

の
で
あ

を
。

試

に
小
作

慣
行

二
關

ス
ル
資

料

に
載
す

る
所

を
見

る
に

「
永
小
作
地

ヲ
除

キ
普
通

ノ
小
作
地

二
於

・7

ハ
費

買

モ

奴

ソ
地
主

・
代

り
タ

ル
ト
キ

ハ
新
地

圭

農

プ
任

意

二
彪

置

シ
得

ル

モ
新

地
圭

庚

テ
自

作

ヲ
爲

サ

、
ル
限

り

ハ

概

ネ
從
來
通

リ
繕
績

小
作

セ
シ
ム
ル
カ
如

シ
尤

モ
年

期

ヲ
定

メ
其

ノ
期

断
解
約

シ
得

サ
ル
小
作
地

三
在

リ
ナ

ハ
醤

鋤

地
主

ヨ
.り
新

地
圭

・二
.此

ノ
旨
交
渉

シ
テ
織
縞

セ

シ
ム
」

ご
示

さ
れ

て
居

る
。
侮

ほ
同
書

に
掲
げ
ら

れ
だ

る
各

地
方

論

叢

小
作
刮
ぐ、小
作
法
({ぐ
完
}

第
十
五
巷

〔第
二
號

七
三
)

二
二
一二

も2)小 作慣行 二關 スル資料六四頁
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論
.
蟻

小
作
制
ご
小
作
法
(六
・完
)

r

第
十
五
巻

(鯖
二
號

七
四
)

二
一一団

の
特
例

に
就

い
て
見

れ
ば
、
愛

知
、
静

岡
、岡

山
諸
縣

に
は
、
小
作
地

を
費
卸

せ
ん
ご
す

る
場
合

に
は
地
主

よ
b

一

懸
小
作
人

に
照
會

し
、
.小
作
人

に
於

て
之
を

買
取

る

こ
ど
能

は
ざ

る
場

合

に
限

り
之
を
他

に
蟹
却
す

る
例

が
あ

る

や
う
で

あ
る
。

こ

の
位
廣

く
行
鳳

れ
て
居

る
慣
習
な

る
か
は
明

か
で
な

い
。

伺

ほ
、
小
作
地

の
費
却

に
際

し
、

一
般
的

に
小
作

人
に
先
買
擢
を
與

ふ
る
を
可

ε
す

る
意
見

は

か
な

り
廣

く
行

は

れ
て
居

る
所

で
み

つ
て
、
小
作
人
幹

事
私
案

は
此

黙

に
關

し
左

の
如

く
規

定
せ

ん
ε
し

て
居

る
。

第
+
六
條

地
主
力
其
ノ
小
作
地
チ
.壷
却
ス
〃
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
小
作
地
ノ
小
作
人
二
封
シ
費
却
ノ
相
手
方
及
偵
絡
チ
明
示
シ
テ
之
チ
買
斑
ル
(

キ
ヤ
否
や
チ
確
答
ス
(
キ
コ
ト
チ
催
告
ス
ル
コ
ト
チ
要
.ス

前
項

ノ
催
告

ア
リ
タ
ル
揚
食

於

・
小
作
人
詣

倹

五

内

・乏

曼

取
ル

ヘ
キ
夏

套

・
彊
却

・爵

シ
異
議

ア
ル
旨

チ
婆

タ

ル
ト
キ

ハ
地

主

ハ
之
ナ
費
却

ス
ル

コ
ト
チ
得

ス
但

シ
小
作
人

ハ
正
常
ノ
事

由
ア
ル

ニ
非

サ

レ
ハ
異
議
チ
述

フ
ル

コ
ト
ヲ
得

ス

前
項
ノ
場
合

二
於

テ
小
作
人

力

一
月
内

二
確
答
チ
爲

サ

、
ル
ト
.キ

ハ
異
議

ナ
キ
モ
ノ
ト
看
做

ス

小
作
人
力
之

チ
買
取

ル

{
キ
旨
チ
述

ヘ
タ
ル
後

二
月

内

二
代
慣

ノ
提
供

子
鳥
サ

・
ル
ト
キ
及
小
作
人
力
其
ノ
費
却

二
尉

シ
異
議

ナ
キ
ト
キ

ハ
地
主

ハ
爾
後

一
月
内

二
於

テ
寄
切
ノ
相
手
方

二
小
作
人

二
明
示

シ
タ
ル
偵
祐

チ
以
テ
之
≠
蛮
却

ス
ル

コ
ト
チ
得

小
作
地

ノ
壷
却

二
付
畢

ア
ル
ト
キ

ハ
地
主
叉

ハ
小
作
人

ハ
其

ノ
剣
定
チ
小
作
霜
剣

所

二
申
請

ス
ル

コ
ト
得

地
主
力
木
像

ノ
手
練

チ
爲
サ

ス
シ
テ
小
作
地
チ
費
却

シ
タ
ル
ト
キ

ハ
小
作
人

ハ
其

ノ
壷
買

ノ
無
効
チ
小
作
霜
剣
所

二
申
請

ス
ル

コ
ト
チ
得

次
に
小
作
人
の
権
利
義
務
に
關
す
る
重
要
事
項
中
の

一
ε
し
て
致

ふ
べ
き
は
、
賃
貸
権

の
譲
渡
及
び
賃
借
物
の

縛
貸
之
で
あ
る
。

9



,

我
が
民
法
は
賃
借
権
を
以
て
債
権
ご
見
る
も
の
な
る
こ
ご
前
述
の
如
.く
な
る
に
加

へ
て
、
賃
借
人
が
賃
借
物
を

使
用
し
股
益
す

る
手
段
方
法
や
使
用
収
益
の
程
度
や
に
至
っ
て
は
、
賃
借

へ
の
爲
人
や
才
能
等

の
異

る
に
從

っ
て

異
ら
ざ
る
を
得
な
い
次
第
だ
か
ら
、
賃
借
椹
は
賃
貸
人
の
承
諾
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
之
を
譲
渡
す
る
を
得
ざ
る
も

の
ε
し
、
又
貸
借
物
を
葡
貸
す

る
を
得
ざ
る
も
の
ε
し
て
居
る
。
(民
法
第
六
百
十
二
條
第

一
項

〕從

て
小
作

に
在

っ
て
も
、
小
作
橿
は
貸
主
の
承
諾
め
る
、に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
研
譲
渡
す
る
を
得
す
、
叉
小
作
地
の
轄
貸
即

ち
所
謂
又
小

作
を
さ
す

こ
ε
も
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
然
し
之
は
貸
主
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
譲
渡
轄
貸

し
て
な
ら
戯
ε
い

ふ
だ
け
の
こ
ε
だ
か
ら
、
其

の
承
諾

き
へ
得
れ
ば
、
之
を
駕
し
得
る
こ
ε
勿
論
の
義
で
あ

っ
て
、
其

の
承
諾
は
事

前

の
承
諾
た
る
を
原
則
ε
す

る
が
事
後
承
諾
で
あ

っ
て
も

一
向
差
支
な

い
わ
け
で
あ
る
。
た
穿
法
律
謝
ε
し
て
は

.

事
後
承
諾
の
場
合
に
は
、
其

の
承
諾
の
歎
力
に
遡
及
力
あ
り
ゃ
否
や

の
黙
が
問
題
ε
な
ゲ
得

る
で
あ
ら
う
。
叉
法

律
論
ε
し
て
は
、
賃
貸
人
の
承
諾

を
得
な
い
で
行

は
れ
た
る
賃
借
権

の
譲
渡
や
賃
借
物
の
轄
貸
や
に
就

い
て
、
其

の
行
爲
は
無
数
な
り
や
、
拵
文
賃
貸
人
に
於
て
之
を
理
由
ε
し
て
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
得

る
に
止
る
や
等
の
こ

ε
が
、
問
題
蓬
な
る
で
め
ら
う
。

街
ほ
少
し
く
小
作
地

の
韓
貸

の
場
合
に
つ
い
て
見
る
に
、
轄
貸
は
賃
借
人
が
第
三
者
を
し
て
賃
借
鵜
の
使
用
牧

盆
を
爲
さ
し
む
る
こ
ε
を
約
す

る
契
約
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
ε
賃
借
人
ε
の
間
に
は
依
然
ε
し
て
賃
貸
借
繭
係

が
存
縅
し
、
賃
借

入
ε
輔
借
人
ε
の
間

に
新

た
に
別
個
の
貸
借
關
係
が
成
立

つ
こ
ε

、
な
・る
の
で
あ
る
。
而
し
て

論
.
叢

小
作
制
こ
小
作
法
(宍
・完
〕

第
十
五
巻

(第
二
號

七
五
)

二
二
五

ジ

F

怖

■



ゴ

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(夫
・完
)

第
十
五
巻

(第
二
號

七
六
)

二
二
六

従
前

の
賃
借
人

ε
賃

借
人

ざ
の
間

の
關

係
は
韓

貸
借

の
行

は

な
こ
ε
に
依

っ
て
、
何
等

の
影
響
を
も
被
ら

な

い
の

で
あ

る

然
し
乍

ら
馬
.韓
貸
借

が
適

法

に
行
は
れ

た

る
場

合

に
は
、
韓
借

人
は
法
律

の
規
定

に
從
て
、
賃
貸

人

に
劃
.

し
て
直
接

に
義

務
を
負

ふ
こ
ご

、
な

る
の
で
あ

る
。

ハ
民

法
第
六

百
十
三
條
第
山

頂

}
そ
し
て
叉
此

の
場
合

に
は
、

樽
借

人
は
借
賃

の
前

彿

を
以
て
賃
貸

人

に
対
抗
す

る
こ

ε
を
得

す

(同
僚

同
項

)ε
測
定

さ
れ

て
あ

る
か
ら
、
翰
借

人
が
轄
貸

人

に
謝

し
て
借
賃
の
前
佛
を

駕
す

ε
も
そ
れ

を
理
由

ε
し

て
賃

貸
人

の
簡
借

人

に
封
ず

る
借
賃
請
求

を

拒
絶

す

る
こ
ε
は
出

来
な

い
の

で
あ

る
。

す

べ
て
右
等

の
賃
借

権

の
譲

渡
及

び
賃

借
物

の
轄
貸

に
關
す

る
諸
規
定
は

、
大
抵
皆

正
常

の
規
定

で
あ

っ
て
、

永
小
作
橿

の
如

く
、
賃

借
耀
を

以

て
物

権

ξ
見
ざ

る
限

り
は
、
小
作
権

に
つ
い
て
も
現
行
法
上
北
種

の
規
定

の
設

け
ら

れ
る
は
已
む
を
得
な

い
所

で
あ

る
。
.た

y
小
作

法
幹

事
私
案
は

之

に
關

し

て
次

の
如

く
規
定

し
、
以
て
小
作

.

人

の
地

位
を
や

」
強
一

せ
ん

ご
し
て
居

る
。

第
六
條

小
作
人
ハ
豫
メ
地
主
ノ
承
諾
チ
得
4
.ル
後
小
作
灌
チ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
チ
得
但
シ
是
卜
異
ル
習
慣
ア
ル
場
合

二於
テ
ハ
小
作
人
八
葉
ノ
慣
習

.

二
從
フ
コ
ト
テ
得

、
-

地
主
ハ
正
當
ノ
事
由
ア
ル
場
合
チ
除
〃
ノ
外
前
項
ノ
承
諾
テ
拒
ム
コ
ト
デ
得
λ
小
作
人
力
第
}
項
/
承
諾
チ
求
メ
.タ
ル
場
命
二
於
テ
地
主
ヵ
一遇

間
内
二
確
答
[テ
爲
サ
・
ル
時

ハ
其
「ノ
承
諾
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
下
看
做
ス

小
作
灌
ノ
譲
渡
チ
禁
止
又
ハ
制
限
ス
ル
契
約

ハ
之
チ
無
効
ト
ス

小
作
権
ノ
譲
渡
・一位
争
ア
ル
場
合
地
虫
叉

ハ
小
作
人
ハ
其
ノ
列
定
チ
小
作
審
判
所
二
申
請
ス
ル
コ
㍗
チ
得

9



/

第

「
顎
乃
至
第
三
項
ノ
規
定

ハ
永
小
作
罐

タ
ル
小
作
灌

一=

之
チ
適
用

セ
ス

第
七
條

小
作
人

ハ
其
小
作
地

チ
韓
貸

ス
ル

コ
ト
チ
得

ス
但

シ
兵
役
疾
病
其
他
止

ム
コ
ト
チ
得
サ
ル
事
由

三
囲

」
其
小
作
チ
自
ラ
ナ
ス

コ
ト
困
難
ナ

ル
ト
キ

ニ
限

り
小
作
人

ハ
.其

小
作
地
チ
其
事
.由

ノ
縫
績

ス
ル
間
他

人

二
韓
貸

ス
ル

コ
}
チ
得

地
主
、
小
作
人
・
韓
借
人

ハ
小
作
地
輯
貸
借

ノ
事
由

二
村
小
作
審
判
所

二
真
剣
定

チ
申
請

ス
ル

コ
}
チ
得

小
作
地
ノ
轄
貸
叉

ハ
賃
貸

ハ
當
事
者

ノ

一
方
里

ハ
隻
方

方
其
旨
チ
地
主

三
池
知

ム
ル

三
井

ラ
サ

レ
ハ
之
チ
以

テ
地
主

二
封
抗

ス
ル
コ
ト
チ
得

ス

第
廿
穴
縢
ノ
規
定

ハ
小
作
地
ト
暢
貸

叉

ハ
賃
貸

チ
爲

ス
小
作
人

二
之
チ
準
用

λ
小
作
灌
者

タ
ル
産

業
組
合

力
其

ノ
小
作
地

テ
耕
作
叉

ハ
牧
畜

ノ
目

的
チ
以

テ
組
合
員

三
韓
貸

ス
ル
場
合
一
一
ハ
木
像

ノ
規
定

ハ
之

テ
誼
用

セ
ス

第
八
條

前
條
第

一
項
但
書
及
第
大
十

三
條

=
依

ル
小
作
地

ノ
鱗
貸

借
ア
ル
場
合

二
於

テ
鰯
貸
人
力
其
小
作
権

チ
抛
棄

シ
タ
ル
時

ハ
之
チ
樽
借
人

二

譲
渡

y
タ
ル

モ
ノ
}
看
做

ス

前
項

ノ
規
定

ハ
永
小
作
地

ノ
賃
貸
借

ア
ル
場
合

二
之

チ
準
用

ス

第
九
條

韓
貸
借

ア
ル
小
作
地

ノ
地
主

力
小
作
椹
潰
滅

ノ
請
求
チ
爲

ス
場
A
F
二
於

テ
ハ
之
チ
其

/
輯
情
人
一
「通
知
セ
サ
ル
ト
キ

ハ
其
輯
借
礎

ハ
溝
滅

セ
サ

ル
モ
ノ
ト
看
做

ス

前
項

ノ
通
知
ア
リ
タ
ル
時

ハ
其

ノ
醜
四倍
旧髄
隅
ハ
其

覚
知

ノ
後

}
年
チ
雛

ス
ル

ニ
因
リ
テ
消
滅

ス
但

シ
其

ノ
消
滅

ハ
牧
穫
後
作
村
前
慣
習

二
佐
リ
テ

定

マ
リ
タ
ル
時
期
其
他
小
作
人
ノ
損

害
最

モ
少
ナ
キ
時
期

二
非
サ
ル
時

期

二
當

ル
場
曾

於

テ

ハ
其

ノ
牧
覆

ノ
終

り
タ
ル
小
キ
慣
習

=
依

り
チ
定

マ
リ

タ
ル
時
期
叉

ハ
爾
後

一
年
内

ノ
馨

ノ
最

モ
少
ナ
キ
時
期
遙
存
綬

ス
ル
モ
ノ
㍗
看
做

ス

本
條
ノ
規
定
ハ
永
小
作
地
ノ
賃
貸
借
■
ル
場
合
二
之
チ
準
用
熟

第
十
條

本
法
ノ
規
定

ハ第
二
條
乃
至
第
四
條
ノ
規
定
チ
除
グ
ノ
外
構
貸
人
改
韓
借
人
間
ノ
關
係
二
之
チ
準
用
ス
永
小
作
人
ト
真
水
小
作
地
ノ
賃
借

人
ト
ノ
關
係
二
付
亦
同
シ

凋

逸

に
在

っ
て
も

、
小
作

人
が
何
等

か
の
理
由

に
依
り
小
作
契
約
期
間

の
未

だ
轟

き
な

い
前

に
小
作

瀾
係

か
ら

脱
退

し
、
自
己

の
代
与

に
小
作
契

約
上

の
権

利
義

務

を
引

受

け

て
之

に
任
す

る
者

を
据

へ
る
こ
ご
は
、
實
際

の
必

要
上
法
律

の
之
を
認
む

る
所

で
め
る
。
但

し
そ

の
場

合

に
賃
貸

人
の
承

諾
を
要
す

る
も

の

ε
駕
す

こ
ε
は
、
我

が

民
法

に
於
匠

る
ご
同
様

で
あ

る
。
即
ち
醤
小
作

人
が

脱
退
し
新

小
作
人

が
入
り
來

る
こ
ε
を
目
的

ε
す

る
法
律
行

論

叢

小
作
制
ミ
小
作
法
(
六
・
完
)

第

+
五
巻

(第
二
號

七
七
)

二
二
七

9



論

叢

小
作
制

ε
46
作
法

(
六
・完
)

第

十
五
巻

(第

二
號

七
八
)

二

二
八
.

爲

又
は
小
作

人

の
人

の
入

代

る
こ
ご
自
臆
を

評

9
冨
区

p巳

ε
聡

し
、
従
前

の
小
作

人
を

諺
σ
・・区
7
巽

ε
呼

び
新

め

た
に
入
b
來
る
小
作
人
を

〉
ぎ

§

ωぎ

q

む
名
↑
る
の
で
あ
を
・
.

最
後
に
小
作
権

の
費
買
及
び
小
作
地
韓
貸

に
關
縛
る
我
国
の
慣
行
を
窺

っ
.て
見
る
に
、
小
作
権

の
譲
覆
に
關
し

て
は
小
作
株
の
費
買
な
る
も
の
が
行
は
れ
て
居

る
。
而
し
て
小
作
株
の
費
買

は
永
小
作
地

に
於
て
は
普
蓮
の
こ
ご

亡
し
て
行
は
れ
る
が
「

扁
般
小
作
地

に
於
て
は
比
較
的
利
益
多
き
小
作

矧
叉
は
小
作
地
の
供
給

の
少
暮
地
方

に
於

て
行
は
る
」
を
例

ε
す
る
や
う
で
あ
る
。
責
買
を
禁
止
す
る
例
も
み
る
。
而
し
て
其
の
費
買
は
地
主

の
承
諾
を
得
て

明
か
ら
さ
ま
に
行
は
れ
を
の
も
あ
る
が
、
小
作
人

に
於
て
窃
か
に
之
を
費
却
譲
渡
し
地
主

に
於
て
は
小
作
料

の
不

調o

納
な
き
限
り
之
を
黙
認
す
る
が
寧
ろ
多
数
の
例
で
め
る
旨
を
小
作
慣
行

二
關

ス
ル
資
料
は
示
し
て
居
る
。
又
小
作

地

の
轄
貸

に
關
し
て
は
、
永
小
作
地
に
於
て
は
永
小
作
人
が
自
由
に
之
を
行
ふ
を
得

る
こ
ε
勿
論
だ
が
、
普
通
の

小
作
地
に
在

っ
て
は
、
地
主
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
小
作
地

の
韓
貸
を
爲
し
得
ざ
る
,
.
〕
`

一
般
の
慣
㈹
で
あ
る
。

地
主
に
依
て
は
絶

対
に
之
を
禁
止
す
る
の
も
み
る
が
、
小
作
料
の
滞
納
な
き
限
り
は
韓
貸
を
黙
認
す
る
例
も
少
く

鋤

な

い
や

'γ
で

あ

る

。
.

荷
は
小
作
法
に
關
し
て
は
、
小
作
争
議
仲
裁
等
に
就

い
て
、
研
究
す

べ
き
幾
多

の
問
題
が
残

っ
て
居

る
が
馬
此

.

等

に
關
し
て
は
別
に
叉
樹
立
の
論
文
を
書
く

こ
ご
、
し
て
、
本
稿
は

一
先
づ
以
上
で
終

っ
て
置
く
こ
ざ
に
す

る
(完
v

6霧)ErnstUlrichvonEsbeckPlaten,Dierechtli⊂heNatur

andes,Greiswald1909,S,'yfg.

6の 小 作 蹟 行 ゴ 關 λ4・ 資 料 四 九 頁

65)同 書 同 頁

desPachtabst・

〆

.


